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建 設 局 

 
都⽴明治公園及び都⽴代々⽊公園における⺠間活⼒の導⼊に向けた 

マーケットサウンディング調査の結果を公表します 
 

都は、公園に求められる多様なニーズに対応していくため、都⽴公園の「多面的な活用」
を進めています。 

都⽴明治公園及び都⽴代々⽊公園について、参⼊意欲や具体的な事業イメージを⺠間事
業者からヒアリングするマーケットサウンディング調査（令和元年 9 月 11 日実施要領公表）
を実施しましたので、結果をお知らせします。 
 
１ 調査の概要  

(1) 調査対象公園：都⽴明治公園及び都⽴代々⽊公園 
(2) 質問シート受付：令和元年 9 月 11 日（⽔曜日）〜10 月 4 日（金曜日） 
(3) 提案書受付：令和元年 10 月 21 日（月曜日）〜10 月 28 日（月曜日） 
(4) 個別対話：令和元年 11 月 13 日（⽔曜日）〜11 月 15 日（金曜日） 

 
２ 実施結果 

(1) 提案事業者数及び主な業種 
都⽴明治公園：９者 

不動産業・物品賃貸業（４者）、建設業（2 者）、卸売業・小売業（2 者）、 
宿泊業・飲食サービス業（1 者） 

都⽴代々⽊公園：13 者 
不動産業・物品賃貸業（6 者）、建設業（3 者）、卸売業・小売業（2 者）、 
運輸業・郵便業（1 者）、宿泊業・飲食サービス業（1 者） 

※主な業種は日本標準産業分類大分類による 
 
 
 
 
 

(2) 提案内容 
お問い合わせ先  

建設局公園緑地部計画課 電話 03-5320-5369 

本件は「2020 年に向けた実行プラン」に係る事業です。 
「スマート シティ 政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全」 

   政策展開１ 緑の創出・保全 

「2020 年に向けた実行プラン」事業 



公園 主 な 提 案 内 容 
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○店舗の設置 
・飲食店（カフェ、レストラン）、各種ショップ 
○レジャー・宿泊施設の設置 
・バーベキュー場、ホテル  
○スポーツ施設の設置 
・フィットネス施設、ニュースポーツ施設 
○その他 
・イベントスペース、劇場、子育て支援施設、駐車場、リラクゼーション 
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○店舗の設置 
・飲食店（カフェ、レストラン）、各種ショップ 
○レジャー・宿泊施設の設置 
・バーベキュー場、ホテル 
○スポーツ施設の設置 
・フィットネス施設、ニュースポーツ施設 
○その他 
・イベントスペース、ステージ、子育て支援施設、駐車場、 

コワーキングスペース、スタジオ、ホール 
 
３ 今後の進め方について 

活用のアイディアや参画しやすい事業条件等、伺った意見を参考に、事業化に向けた
課題等を整理し、事業者選定に関する公募条件を定め、来年度公募を行います。 

 
 ※マーケットサウンディング調査実施要領等については以下をご覧ください。 
  URL:http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/09/11/07.html 
 
 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/09/11/07.html

